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1. 挨拶 
 

1-1．分野長挨拶 

 

 動物実験分野長 二上 英樹 

 

 当分野が管理する動物実験施設は、この一年、大きなトラブルに見舞われることなく運用することができま

した。これもひとえに利用者の皆様方のご協力と、本施設スタッフ達のがんばりのおかげであります。ありが

とうございました。 

 令和 6 年は、新型コロナウイルス感染症に変わるように問題化してきた支出の増大が顕著に現れた年とな

りました。国際的な供給不足や円安によるエネルギー問題、飼料や床敷など各種消耗品の物価の高騰、それ

らに伴うように上がる人件費など、 施設としては上昇するコストを下げるべくこれまで努力してまいりまし

たが、全てを吸収することができず、大変恐縮でございますが、令和 7 年に利用料金を値上げさせていただ

くことになりました。動物実験施設の利用者の皆様方には多大の負担となることは承知しておりますが、ご

理解承りますようお願いいたします。 

 ところで、動物実験分野では、これまでの堀井有希助教に替わり、新たに澤村友哉助教が令和 7 年 4 月よ

り着任しました。岐阜大学応用生物科学部獣医学科の出身です。これから動物実験分野の仕事に研究に存分

に能力を発揮してくれることを期待しています。 

 今後も動物実験施設の運営をスタッフ一同頑張る所存ですのでよろしくお願いします。 

 

令和 7 年 4 月 
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1-2．新任教官挨拶 

 

 澤村 友哉 

 

  私は、令和 7 年 4 月 1 日に科学研究基盤センター動物実験分野の助教に着任いたしました。二上教授をは

じめとした皆様に温かく迎えていただき、日々の業務について多くを学ばせていただいております。動物福祉

と倫理に十分に配慮しながら、学内外の先生方の研究の発展に寄与できるよう、飼育環境の整備や技術支援の

質の向上に努めてまいります。 

 私は中枢神経系による大腸運動制御機構の解明に関する研究に取り組んでいます。脳や脊髄がどのようにし

て腸の動きを調節しているのかを明らかにし、排便障害の背景にある神経メカニズムの解明を目指しています。

排便障害の多くには、脳と腸の相互作用(脳腸相関)の乱れが関与しており、疾患モデル動物を用いた研究がそ

の理解には不可欠です。このような研究活動を通して得られた知見を、動物実験施設における教育や支援の質

の向上にも役立てていきたいと考えています。 

 私は、岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科を卒業したのち、岐阜大学共同獣医学研究科にて大学院課程を

修了いたしました。学生時代に多くの学びとご指導をいただいた岐阜大学で、今度は教育・研究を支える立場

として貢献できることを大変光栄に感じております。まだまだ未熟ではありますが、今後ともご指導ご鞭撻の

ほど、何卒よろしくお願いいたします。 
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2. 動物実験分野組織 

 

2-1．動物実験分野職員（令和 6年度） 

 

(1）専任教官 

1. 教授（分野長） 二上英樹 

2. 助教 堀井有希（〜令和 6年 4月） 

2. 助教 澤村友哉（令和 7年 4月〜） 

(2）専任職員 

1. 技師 大山貴之 

2. 技師 今度匡祐 

(3）非常勤職員 

1. 技術補佐員 土岐真由美 

2. 技術補佐員 矢野愛 

3. 事務補佐員 松原かおる 

4. 事務補佐員 後藤聖子 

 

2-2．動物実験分野沿革 

 

平成 5 年 4 月 医学部付属動物実験施設設置（学部内処置） 

 医学部基礎棟屋上中動物飼育室（221 平米） 

平成 7 年 4 月 医学部付属動物実験施設設置（省令施設） 

平成 12 年 遺伝子操作動物飼育室（16 平米）運用開始 

平成 15 年 4 月 生命科学総合実験センター動物実験分野に改組 

平成 16 年 12 月 医学部生命科学棟完成 

 （3 ～5 階部分に新動物実験施設を配置） 

平成 17 年 3 月 旧医学部（司町）基礎棟屋上中動物飼育室閉鎖 

 旧医学部（司町）遺伝子操作動物飼育室閉鎖 

 柳戸地区へ移転 

平成 17 年 4 月 生命科学総合研究支援センター動物実験分野へ改称 

 新動物実験施設運用開始 

平成 30 年 4 月 研究推進・社会連携機構 科学研究基盤センター動物実験分野へ改称 

令和 2 年 4 月 高等研究院 科学研究基盤センター動物実験分野へ改称 

令和 3年 1月 糖鎖生命コア研究所 糖鎖分子科学研究センター研究基盤部門動物実験分野を併称 
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3. 動物実験分野紹介 

 

3-1．動物実験分野活動紹介 

 

 動物実験分野では、以下のような活動を行っています。 

 

（１）動物実験のための施設の提供と技術的サポート 

 生命科学の研究において、動物実験は必要不可欠です。研究の必要に応じて、マウス、ラット、

ウサギ、ビーグル犬、ブタなど様々な動物が研究に用いられます。近年、トランスジェニックマウ

スやノックアウトマウスに代表される、遺伝子改変動物が大変注目されています。動物実験から信

頼できるデータを得るためには、実験動物が安定した環境で良く管理されていることが必要です。

また、人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場から、ルールに基づいた実験を行うことが求め

られます。本センターの動物実験分野は、動物実験に関する施設を提供するとともに動物実験の計

画立案、動物の維持管理に関する総合的なサポートを行います。 

 

（２）動物実験についての教育指導 

 動物実験を行うためには、実験に先立ち多くの専門的知識や手技等をマスターすることが必要で

す。動物実験分野では学内の研究者に対し動物実験についての講習会を行っています。また、実験

計画書審査などを通し、動物実験における実験計画作成、実験動物の選択から動物の取り扱い方、

飼育環境、飼育方法、安楽死法等についての教育とコンサルティングを行います。 

 

（３）実験動物学的研究、発生工学的手法を用いた動物実験のサポート 

 病の苦しみから逃れ健康でありたいとの願いと、生命機能を知りたいという思いがライフサイエ

ンスの発展を促し、今日の医学・生命科学を築いてきました。しかし、生命現象の謎はとてつもな

く深く、いまだ多くの難問が残されています。ライフサイエンスを支えてきた動物実験も多様化し、

高度な専門性が求められるようになってきました。このような難問に挑戦するために、遺伝子改変

動物（トランスジェニックマウスやノックアウトマウス）の作出、胚性幹細胞からの特定細胞への

分化など発生工学的手法を用いた研究を目指しています。 
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3-2．所有設備（動物実験施設）紹介 

 

 本動物実験施設は、平成 17 年春より運用を開始

した、比較的新しい施設です。平成 16 年に医学部

と大学病院が、司町キャンパスから大学本部のある

柳戸キャンパスへ移転した折りに、これらの建物に

隣接して医学部生命科学棟が建設され、その中に設

置されました。医学部生命科学棟は複数の部局が入

居する合同施設で、平成 16 年 12 月 20 日に竣工し

た建物は、5 階建て、延べ床面積約 6582.16 平米を

有します。この中に、科学研究基盤センターと医学

部の大型機器並びに設備が設置され、岐阜大学にお

ける生命科学分野の研究活動に大きく寄与すること

が期待されています。  

 

 この棟の 3 階から 5 階には同センター動物実験分

野動物実験施設が入居しています。岐阜大学として

は初めてとなるバリアシステムを装備した近代型の

大型動物実験施設です。 

動物施設としてこれまでに比べ、旧キャンパス医

学部棟内に散在していた飼育設備が中央集約化され

一元管理されるとともに、飼育室スペースも大幅に

拡大しました。新動物実験施設は、4 つに分かれた

飼育室エリアを有しており、SPF 小動物飼育室、ク

リーン小動物飼育室、中動物飼育室、感染動物飼育

室から構成されています。そしてこれらの飼育室に

加え、各実験室、中動物用手術室などを保有してい

ます。また全室 P1A には対応しているので、遺伝

子組換え動物の飼育面積も増えました。これまでの

施設に比べ、新たに SPF 動物を用いた実験、P2/P3

クラスの感染動物実験、遺伝子組換え動物の作成な

どができるようになりました。 

また、小動物飼育室には、全室、個別換気型ケー

ジングシステムを導入したのも、本施設の特徴で

す。これにより、1 飼育室あたりの収容可能頭数は

大きく増え、動物実験施設で問題となりやすい不足
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気味の飼育室面積にも対応できるようになりまし

た。  

 動物実験施設は、平成 15 年に改組され、医学部の附属施設から、岐阜大学の共同利用施設としてセ

ンター化されました。現在までの所、岐阜大学内の者であれば、等しく使うことができます。 

 動物実験施設の利用を希望される方は、章末「利用の手引き」を参照にしてください。また、同様の

内容のことが科学研究基盤センター動物実験分野ホームページ（http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc/）にも掲

載されています。 

 

 

（動物実験分野所有設備）動物実験施設（医学部生命科学棟内）収容能力 

 

1. SPF 小動物飼育エリア 

(ア) マウス用ケージ／1728 

(イ) ラット用ケージ／192 

 

2. クリーン小動物飼育エリア 

(ウ) マウス用ケージ／2304 

(エ) ラット用ケージ／256 

 

中動物飼育エリア 

(オ) 手術室 4 

(カ) ウサギ飼育室 

① ウサギ用ケージ／60 

(キ) ミニブタ飼育室 

① ミニブタ用ケージ／6 

(ク) イヌ飼育室 

① イヌ用ケージ／7 

 

感染動物飼育エリア 

(ケ) P2 感染動物実験室 

① アイソレーション BOX／64 

(コ) P3 感染動物実験室 

① アイソレーション BOX／64 
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4. 利用の手引き 
 

4-1. 動物実験施設を使うには 

 

 動物実験施設を管轄する動物実験分野は、平成 15 年度より全学の共通利用施設となりました。柳戸

キャンパス医学部生命科学棟に新しくできた動物実験施設も、学内の者ならば、等しく使用すること

ができます。 

 しかしながら、動物実験施設で実験を行うには、あらかじめ決められた手続きを経る必要がありま

す。いきなり、動物を持ってこられても実験はできません。岐阜大学における動物実験は、国の関連

法規、指針に加え、「岐阜大学動物実験取扱規程」に従わなければなりません。さらに、各部局に実

験取扱規則がある場合はそれに従う必要があります。 

 

 

 動物実験施設を使うには、事前に、必ず以下の 3 つの項目は満たしている必要があります。 

① 動物実験許可番号の取得：岐阜大学で動物実験を行う場合に必要 

② 動物実験施設利用者講習会の受講：動物実験施設を利用して実験を行う予定の人に必要 

③ 動物実験施設利用申請書の提出：実際に動物実験施設に動物を搬入する予定の人に必要 
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4-1-1．動物実験許可番号の取得 

 

 岐阜大学において動物実験を行う際には、以下のような決められた手順を経る必要があります。

各種書類の提出、審査等が必要です。 

 

〔動物実験審査申請書、計画書等の提出から実験開始迄の流れ〕 

 

 

 一般的な流れは、図の左側となります。岐阜大学の動物実験委員会へ動物実験計画書を提出、審

査後、動物実験許可番号を得る必要があります。委員会では、動物愛護法などに定められた内容に

基づき、実験の適正さが審査されます。 

 また、遺伝子組み換え動物や、病原体の動物への接種実験（感染動物実験）を行うことを予定して

いる研究者は、岐阜大学の組換え DNA安全委員会や病原体等安全管理員会へ関連書類の事前の提出が

必要になります。こちらの委員会では、カルタヘナ法（遺伝子組換え生物法）や感染症予防法など、

関連法規に基づいた審査が行われます。 
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4-1-2. 動物実験施設利用者講習会の受講 

 

 動物実験を行う場合に、各部局主催の動物実験従事者講習会を受ける必要があります。さらに、動

物実験を科学研究基盤センターの動物実験施設を使って行う場合には、事前に施設の利用ガイダンス

にあたる講習会を受講する必要があります。講習会には、使用する飼育実験室に応じて、「動物実験

施設利用者講習会」「動物実験施設 SPF 動物エリア利用者講習会」「動物実験施設感染実験エリア利用

者講習会」の三つが用意されています。 

 このうち、「動物実験施設利用者講習会」は全員必修です。さらに必要に応じて、「動物実験施設 SPF

動物エリア利用者講習会」「動物実験施設感染実験エリア利用者講習会」を受講することになります。 

 これらの講習会を受講することにより、動物実験施設の利用が可能となると同時に、入館証（IC カ

ード）の発行申請が行えるようになります。 

 

 

 

4-1-3. 動物実験施設利用申請書の提出 
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 4-1-1のプロセスを経て実験許可番号を交付されると、動物実験が可能となります。動物実験施設

を利用する際には、この実験許可番号を記入した動物実験施設利用申請書を提出してもらいます。 

 動物実験施設利用申請書は、科学研究基盤センター動物実験分野ホームページ（http://www1.gifu-

u.ac.jp/~lsrc/dae/）より、PDF ファイルの形でダウンロードが可能ですので、ご利用下さい。 
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4-2. 動物実験施設使用心得 

 

注：本年報は令和 6 年度の活動報告書となっているため、この使用心得は令和 6 年度のものが収録され

ています。令和 7 年に動物実験施設の利用料金が値上げとなっておりますので、ここに収録の令和 6 年

度の料金表と異なっておりますことにご留意ください。 

 

この使用心得は，岐阜大学動物実験取扱規程（以下「規程」という。）に則り，各部局で審査了承され

た動物実験を科学研究基盤センター動物実験分野動物実験施設（以下「動物実験施設」という。）におい

て行う場合の具体的事項を定めるものである。実験実施者，実験実施補助者（以下「実験実施者」とい

う。）及び科学研究基盤センター職員（以下「センター職員」という。）は，適正な動物実験ができるよ

うにするとともに，施設の円滑な管理・運営を図り，併せて実験実施者相互の便宜のために，実験実施

者は動物実験の計画立案の段階から規程及びこの使用心得を遵守しなければならない。 

 

1 動物実験施設の使用者 

1）動物実験施設を使用できる者は，岐阜大学の教職員ならびに学生，その他動物実験分野長が使用

を認めた者（以下「使用者」という。）で予め動物実験施設の施設利用講習会を受講し登録した者

とする。 

 

2 講習会 

1）すべての施設利用者は、事前に「動物実験施設利用者講習会」を受講しなければならない。これに

より、3 階中動物エリア、4 階小動物エリアの利用が可能となる。 

2）5 階 SPF 動物エリアを使用するものは、2-1）の講習会に加え、事前に「動物実験施設 SPF 動物エ

リア利用者講習会」を受講しなければならない。 

3）3 階感染動物実験エリアを使用するものは、2-1）の講習会に加え、事前に「動物実験施設感染実

験エリア利用者講習会」を受講しなければならない。 

4）以上の動物実験施設利用者講習会を受講することにより、「医学部生命科学棟利用者カード登録申

請書（様式 2）」「動物実験施設利用申請書（様式 3）」を申請できる。 

5）以上の講習会は、定期的に施設にて開催されている。 

 

3 生命科学棟利用者カード 

1）医学部生命科学棟の入退出は、セキュリティのためカードシステムにより制限されている。本施

設利用者に限らず、生命科学棟を利用するものは、生命科学棟利用者カードを必要とする。カード

を取得するためには、「医学部生命科学棟利用者カード登録申請書（様式 2）」を管理室へ提出する。 

2）生命科学棟利用者カードは、発行申請書を提出することにより実費にて発行される。なお、この

カードにて動物実験施設を利用する場合には、上記「2．講習会」の受講が必要となる。利用者カー

ドは一人一枚とし、決して貸し借りをしてはならない。 
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4 使用申込みと使用許可 

1）施設において動物実験を実施しようとする者は，原則として使用開始日の 1 週間前までに，各部

局で承認された「動物実験計画書」の許認可番号および必要事項を記入した「動物実験施設利用申

請書」（様式 3）を管理室に提出する。 

2）分野長あるいは動物実験管理者により施設の使用許可が与えられた実験実施者は，職員の指示に

従って使用する。 

3）微生物を用いた感染動物実験，あるいは遺伝子を用いた実験及び遺伝子改変動物実験は，学内規

程、関係法規の規制を強く受けるので、必ず遵守する。 

4）人体に危険な化学物質等を使用する実験は，事前に科学研究基盤センター動物実験分野長と十分

に打合せを行った上で申し込む。なお、表 1 で定める化学物質の使用は本施設ではできない。 

5）放射性同位元素（RI）を取り扱う実験は，本施設では実施することができない。学内の RI 施設に

て行うこと。 

表 1 

（１）カドミウム及びその化合物 

（２）シアン化合物 

（３）有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN等） 

（４）鉛及びその化合物 

（５）六価クロム化合物 

（６）砒素及びその化合物 

（７）水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物 

（８）ポリクロリネイテッドビフェニル（別名 PCB） 

 

5 施設への出入り 

1）使用者は，生命科学棟利用者カードを必ず携帯し、施設正面玄関（東側 2 階）から出入りする。 

2）施設内では，玄関で備え付けの上履きに履き替え，各エリアの更衣室で専用の実験衣と履き物に

更衣するとともに，消毒液で手指を消毒のうえ，マスク，手袋，帽子を着用して飼育室に入る。 

3）3 階、4 階、5 階の動物実験・飼育エリアへの入室は許可された者のみ可能となる。 

 

6 エレベーター等の使用 

1）施設の利用者は、北側エレベーターのみ使用する。 

2）4，5 階エリアの利用者は南側のエレベーターは、使用してはならない。 

3）3 階エリアの利用者は、動物の搬入、死体運搬にのみ使用することが可能とする。 

 

7 動物の購入 

1）この施設では、実験動物として繁殖・生産された動物しか使用できない。 

2）希望者は入荷希望日の１週間前までに「動物実験施設利用申請書」（様式 3）に必要事項を記入し、

施設へ提出する。おりかえし、施設利用許可の可否が連絡されるので。それを受けて実験実施者は、

購入依頼を業者に行う。購入動物は、直接施設へ搬入することとする。 
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3）施設で取り扱うことのできる動物は，動物の微生物コントロールの面から次の動物とする。 

① 日本の動物生産業者から導入するラット，マウスは SPF（specific pathogen free）動物とし，ラッ

トについては年 1 回以上腎症候性出血熱（HFRS：Hemorrhagic fever with renal syndrome）抗体検査

を実施し，HFRS 陰性の動物とする。 

② 日本の動物生産業者以外から導入する動物は，導入元の責任において，日本の動物生産業者に準

ずる SPF 動物であり，また，ラットについては HFRS 陰性の動物であることを証明する書類を提

出された動物とする。 

③ 動物生産業者以外からマウス、ラットを導入する場合、国立大学動物実験施設協議会の「実験動

物の授受に関するガイドライン」に基づいた SPF 動物でなくてはならない。 

④ その他のげっし類については，ラット，マウスに準ずる SPF 動物あるいは外見上異常が認められ

ず，健康状態が良好で，検疫期間中異常が認められなかった動物とする。 

⑤ ウサギについては，ラット，マウスに準ずる SPF 動物（クリーン／ヘルシー動物）あるいは外見

上異常が認められず，健康状態が良好で，検疫期間中異常が認められなかった動物とする。 

⑥ イヌ，ブタ，サル類は動物生産業者によって繁殖・生産された動物とし，地方自治体等から譲渡

された動物は含まない。 

⑦ その他の動物については，管理室に問い合わせる。 

4）特殊な動物，系統，年齢あるいは微生物学的に品質の高い動物については，導入までにかなりの

日数や特別な配慮を必要とする場合があるため，職員と十分な打合せを行ったうえで申し込まねば

ならない。 

5）ブリーダーから購入できない遺伝子改変動物，モデル動物など特殊な動物については，職員と打

ち合せたうえで，実験実施者が動物を購入し，導入することができる。 

 

8 動物の搬入・搬出 

1）施設に導入された中動物（ウサギ，ブタ、イヌ等）は原則として検疫後に職員が飼育室に移動する

が，マウス，ラットその他の動物は検疫後職員の指示により実験実施者が決められた飼育室に移動

させる。 

2）飼育中の動物については飼育カードに必要事項を記載し収容ケージに明示する。 

3）施設外に持ち出された動物を再度施設内に持ち込むことは禁止する。 

4）施設に搬入した全ての動物の種，系統（又は品種），導入時の年齢，導入先について記録し管理室

に提出し保存する。この記録は、「動物実験施設利用申請書」（様式 3）を持って行う。 

 

9 動物の検疫 

1）動物は搬入時に所定の検疫を行う。また，搬入時及び実験中に不適と判定された動物については，

実験実施者は職員と協議のうえしかるべき処置を取らなければならない。実験実施者はその経緯を

記録し管理室に提出する。 

2）動物の検疫記録は管理室で保存する。 

3）検疫中の動物は原則として実験に使用できない。 
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10 動物の飼育環境 

1）動物の飼育室は温度２０～２６℃，湿度４０～７０％に制御する。 

2）照明時間は午前 8 時に点灯，午後 8 時に消灯するよう制御する。消灯時間帯に入室する場合には，

作業用の電灯を点け，退室時には必ず消灯する。 

 

11 飼育器具・機材 

1）通常の飼育に必要なケージ，給餌器，給水ビンおよび床敷等は，職員が洗浄・滅菌して，準備室に

常備する。特に必要な物品（例えば滅菌した実験機材等）がある場合には，予め管理室に連絡する。 

2）施設外に飼育用器具および機材は、持ち出してはならない。持ち出す際は、専用の容器を用意す

るので、それを利用する。実験後は速やかに管理室に連絡し，職員の指示により所定に位置に返却

する。 

 

12 飼料 

1）飼料は原則として施設で一括購入し準備室に常備する。 

2）特殊な飼料は実験実施者が準備することとする。 

 

13 飼育管理の分担 

1）マウス，ラット，ハムスター等の小動物の給餌，給水，ケージ交換，室内清掃は原則として実験実

施者が行う。ただし受託飼育をしているものはのぞく。 

2）イヌ，サル，ウサギ等の中・大動物の給餌，給水，ケージ交換，飼育棚，室内清掃は原則として職

員が行う。 

3）感染実験あるいは特殊な実験中の動物の飼育管理は実験実施者で行う。 

 

14 飼育管理の方法 

1）マウス，ラット等の小動物の洗浄済み滅菌ケージ類，給水ビン，飼料等は準備室に常備する。 

2）床敷使用のケージは週 1 回，洗浄済み滅菌ケージに交換する。 

3）給水ビンによる感染を防止するため，一旦使用した給水ビンを他のケージに使用してはいけない。 

4）使用した飼育器具および機材類は実験者が所定の位置に運搬する。 

 

15 飼育経費等 

動物別の飼育経費（床敷代，管理費，空調費，器具損料等を含む。）は表 2 のとおりとする。 

表 2 飼育経費 

動物種別 飼育経費 

 （円／ケージ・5 匹・日） 

マウス 4 階 23 

マウス 5 階 SPF 35 

 （円／ケージ・4 匹・日） 

ラット 4 階 65 
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ラット 5 階 SPF 76 

 （円／ケージ・5 匹・日） 

受託飼育 マウス 4 階 70 

受託飼育 マウス 5 階 SPF 80 

 （円／ケージ・4 匹・日） 

受託飼育 ラット 4 階 110 

受託飼育 ラット 5 階 SPF 122 

 （円／ケージ・1 匹・日） 

ウサギ 115 

イヌ 230 

ブタ 230 

 （円／1 アイソレーション BOX・日） 

P2（アイソレーション BOX） 115 

P3（アイソレーション BOX） 175 

 

2）ビニールアイソレータを使用する場合の使用経費は，フィルター交換費及び電気料として，100 円

／台・日とする。 

3）飼育室の一部あるいは前室を実験室として使用する場合の使用経費は，空調費として専有する面

積により算出する。1500 円／平米・月 

4）動物の死体処理に係わる経費は表 3 に定める。 

表 3 死体処理経費（実費となります） 

令和 6 年度料金 

種類 想定重量（g） 単価／匹 

マウス 30 19 

ラット 300 191 

モルモット 500 319 

スナネズミ 60 38 

ハムスター 150 96 

ウサギ 2,000 1,274 

イヌ  実費 

ブタ  実費 

屍体処理経費は 637.2 円／kg（年度により変更の可能性有り）で計算。ただし、よく使わ

れる齧歯類に関しては、個体ごとに体重を測定するのが困難なので、想定重量により決め

た料金で一律課金。 

 

5）上記の経費は，受益者負担分として受益者には毎月報告し，予算は 3 ヶ月ごとに電算処理し受益

者講座等から科学研究基盤センター予算に振替える。 
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16 実験操作 

1）実験実施者は，動物実験を行う際には，表 4 に示すような点に配慮し，実験動物に無用の苦痛を

与えないよう配慮しなければならない。 

 

表 4．倫埋基準による医学生物学実験法に関する分類（Laboratory Animal Science 版） 

カテゴリー 処置例および対処法 

カテゴリ A 

 

 

 生物個体を用いない実験あるいは植物、細菌、

原虫、又は無脊椎動物を用いた実験 

生化学的、植物学的研究、細菌学的研究、微生物

学的研究、無脊椎動物を用いた研究、組織培養、

剖検により得られた組織を用いた研究、屠場から

得られた組織を用いた研究。発育鶏卵を用いた研

究。 

無脊椎動物も神経系を持っており、刺激に反応す

る。従って無脊椎動物も人道的に扱われなければ

ならない。 

カテゴリ B 

 

 

 脊椎動物を用いた研究で、動物に対してほとん

ど、あるいはまったく不快感を与えないと思わ

れる実験操作 

実験の目的のために動物をつかんで保定するこ

と。あまり有害でない物質を注射したり、あるい

は採血したりするような簡単な処置。動物の体を

検査すること。深麻酔により意識を回復すること

のない動物を用いた実験。短時間（２〜３時間）

の絶食絶水。急速に意識を消失させる標準的な安

楽死法。例えば、大量の麻酔薬の投与や軽く麻酔

をかけるなどして鎮静させた動物を断首するこ

となど。 

カテゴリ C 

 

 

 脊椎動物を用いた実験で、動物に対して軽微な

ストレスあるいは痛み（短時間持続する痛み）

を伴う実験。 

麻酔下で血管を露出させ、カテーテルを長時間挿

入すること。行動学的実験において、意識ある動

物に対して短時間ストレスを伴う保定（拘束）を

行うこと。フロイントのアジュバントを用いた免

疫。苦痛を伴うが、それから逃れられる刺激。麻

酔下における外科的処置で、処置後も多少の不快

感を伴うもの。 

カテゴリ C の処置は、ストレスや痛みの程度、持

続時間によっていろいろな配慮か必要になる。 

カテゴリ D 

 

 

 脊椎動物を用いた実験で、避けることのできな

い重度のストレスや痛みを伴う実験。 

行動学的実験において故意にストレスを加える

こと。麻酔下における外科的処置で、処置後に

著しい不快感を伴うもの。苦痛を伴う解剖学的

あるいは生理学的処置。苦痛を伴う刺激を与え

る実験で、動物がその刺激から逃れられない場

合。長時間（数時間あるいはそれ以上）にわたっ

て動物の身体を保定（拘束）すること。攻撃的な

行動をとらせ、自分自身あるいは同種他個体を

損傷させること。麻酔薬を使用しないで痛みを
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与えること。例えば、毒性試験において、動物が

耐えることのできる最大の痛みに近い痛みを与

えること。つまり動物が激しい苦悶の表情を示

す場合。放射線障害をひきおこすこと。ある種

の注射、ストレスやショックの研究など。 

カテゴリ D に属する実験を行う場合には、研究

者は、動物に対する苦痛を最小限のものにする

ために、あるいは苦痛を排除するために、別の

方法がないか検討する責任がある。 

カテゴリ E 

 

 

 麻酔していない意識のある動物を用いて、動物

が耐えることのできる最大の痛み、あるいはそ

れ以上の痛みを与えるような処置。 

手術する際に麻酔薬を使わず、単に動物を動かな

くすることを目的として筋弛緩薬あるいは麻痺

性薬剤、例えばサクシニルコリンあるいはその他

のクラーレ様作用を持つ薬剤を使うこと。麻酔し

ていない動物に重度の火傷や外傷をひきおこす

こと。精神病のような行動をおこさせること。家

庭用の電子レンジあるいはストリキニーネを用

いて殺すこと。避けることのできない重度のスト

レスを与えること。ストレスを与えて殺すこと。 

カテゴリ E の実験は、それによって得られる結果

が重要なものであっても、決して行ってはならな

い。 

カテゴリ E に属する大部分の処置は、国の法律に

よって禁止されており、したがって、これを行っ

た場合は、国からの研究費は没収され、そして（ま

たは）その研究施設の農務省への登録は取り消さ

れることがある． 

Laboratory Animal Science. Special Issue : 11-13, 1987 による 

 

2）実験実施者は，動物実験を終了し，又は中断した実験動物を処分する場合には，表 5 に示すよう

な方法により，実験動物にできる限り苦痛を与えない方法で行い，その死を確認しなければならな

い。 

表 5 動物に苦痛を与えない方法（安楽死の方法） 

動物種 
バルビツレイト 

静脈注射 
炭酸ガス吸入 頸椎脱臼 断首 煮沸 

マウス ＋ *1 + + +  

ラット ＋ *1 + + +  

モルモット ＋ *2 +    

小型齧歯類 ＋ *1 + + +  

ウサギ ＋ *2 +    

ネコ + +    

イヌ + +    

サル類 + +    

トリ類 ＋ *2 + +   
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家畜類 + +    

下等脊椎動物    + + 

無脊椎動物     + 

註）*1：腹腔内でもよい。*2：心臓内でもよい。 

17 死体の処理 

1）実験実施者は，動物実験により開胸・開腹した小動物以外の実験動物は，縫合・整復する。 

2）実験実施者は，実験動物の死体を各階に常備したビニール袋等に入れて，指定された貯蔵所まで

移動し，保存する。 

3）実験動物の保存屍体は、屍体処分業者に依託する。 

 

18 汚物・塵埃の処理 

1）実験実施者は，実験・処置等によって生じた汚物・塵埃を処置室に設置された所定の容器に廃棄

区分に従い処理する。 

2）注射針およびガラス器具類の処理は，事故防止のため一般塵埃に絶対に混入してはいけない。 

3）所定の容器内に処理された汚物・塵埃は職員が最終処理する。 

 

19 実験室等（実験室，前室，手術室）の使用 

1）実験室等の使用を希望するときは，月末までに翌月の使用予定を「動物実験施設実験室使用願」

（様式 4-1、4-2）に記入のうえ管理室に申し込む。 

2）実験実施者は，実験室等での準備，実験補助を行い，職員の指導により清掃，整理整頓を行う。 

3）手術器具等の滅菌を必要とする実験実施者は，管理室に連絡し高圧蒸気・ガス滅菌のいずれかを

記入した用紙とともに手術器具等を使用予定の 2 日前までに所定の場所に置く。職員は，滅菌後の

手術器具等を使用予定日までに所定の場所に準備する。 

4）小動物の処置（採血・外科手術・解剖等）は原則として実験室で行うものとする。 

5）実験室等の使用経費ならびに貸し出し経費は表 6 に定める。 

 表 6 

４F〜３F 実験室（貸し出し） 

（32 平米：330、405、406，407，408，409） 

（16 平米：402） 

平米単価 1500 円／月で計算。 

一部屋 32 平米あるので、48000 円／月 

４F 実験室机（貸し出し） 10000 円〜11000 円／月・１机 

３F 手術室 2000 円／一日・一部屋 

 

20 実験室等（実験室，前室，手術室）への機器類の持ち込み 

1）実験実施者が実験室等へ機器類は必要最小限のものとする。 

2）実験実施者は，持ち込む器具類は備え付けの消毒用アルコール（消毒薬）で噴霧消毒する。 

3）実験室等への機器類の持ち込み，維持管理，搬出は実験実施者の責任において行う。なお，搬出は

動物実験終了後速やかに行う。 

4）手術室等の医療配管に接続するガスボンベの管理は職員が行う。 
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21 実験器具・機材の貸与 

1）動物実験に使用する器具，機材のうち施設が所有するものは貸与する。 

2）施設が所有しない物品や特殊な器具，機材類は実験実施者が準備する。 

 

22 時間外の使用 

1）時間外とは，平日の午前９時から１７時を除く時間，土曜日，日曜日，「国民の祝日に関する法律

に規定する休日および１２月２８日から翌年１月４日までとする。 

2）施設の出入りは入退館システムにより管理されているため，登録者以外の使用はできない。施設

の出入りは，実験実施者の生命科学棟利用者カードによって時間外に使用するときは，使用後の室

内の消灯，火気の始末の確認を十分に行う。 

 

23 事故発生時の対応 

不慮の事故が発生した場合は，ただちに管理室及び関係者に連絡し適切な措置を講じる。実験実施

者は事後にその報告書を作成しなければならない。時間外の緊急連絡先は表７のとおりである。 

表 7  

平常時、緊急時 
科学研究基盤センター 

動物実験分野管理室 

内線 6608 

058-230-6608 

時間外、緊急時 

中央監視（24 時間） 
内線 7026 

058-230-7026 

防災センター（24 時間） 
内線 7098 

058-230-7098 

 

24 施設内電話及び呼び出し方法 

1）施設内の電話は表 8 のとおりである。（ダイヤルイン）以外の電話は、学外へつながらない。 

表 8 

医学部生命科学棟  

2 階  

管理室（ダイヤルイン）  6608  

教員室（ダイヤルイン）  6609 

セミナー室  8909 

医学部生命科学棟  

3 階  

実験室 31（共通実験室）  8913 

P2 実験室  8916 

洗浄滅菌室  8917 

P3 実験室  8918 

手術準備室  8922 

医学部生命科学棟  

4 階  

実験室 41 8924 

実験室 43（貸出実験室）  8927 

飼料貯蔵室（洗浄準備室）  8928 

実験室 44（実験机貸出室）  8929 

実験室 45 8930 

実験室 46（共通実験室）  8931 

実験室 47（実験机貸出室）  8932 

医学部生命科学棟  実験室 51（セミ SPF 共通実験室）  8933 
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5 階  SPF 飼料室  8934 

SPF 実験室（共通実験室）  8935 

洗浄滅菌室（ダーティサイド）  8936 

洗浄滅菌室（クリーンサイド）  8935 

 

25 使用の制限又は禁止 

使用心得を遵守せず，他に著しく迷惑を及ぼした場合や岐阜大学動物実験取扱規程から逸脱する

ような実験を行った場合には，施設使用の制限又は禁止の措置を講じることがある。 

 

26 動物実験専門部会 

科学研究基盤センター運営委員会規則第８条の規定により，施設の運営に係る特定事項を審議す

るため，動物実験施設専門部会を置くことができる。 

 

令和 6 年度版 
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4-3. 岐阜大学動物実験取扱規程 

 

                         平成 20年 3月 11日規程第 28号 

(趣旨等) 

第 1 条 東海国立大学機構動物実験等取扱規程（令和 2 年度機構規程第 74 号）第 2 条第 2 項の規定に基

づき，岐阜大学（以下「本学」という。）における動物実験等の適正かつ安全な実施に関し必要な事項は

この規程の定めるところによる。 

[東海国立大学機構動物実験等取扱規程（令和 2 年度機構規程第 74 号）第 2 条第 2 項] 

(基本原則) 

第 1 条の 2 動物実験等を行う者は，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号。以下

「動物愛護法」という。）及び実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省

告示第 88 号。以下「飼養保管基準」という。）に則し，動物実験等の原則である代替法の利用（科学上の

利用の目的を達することができる範囲において，できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用

することをいう。），使用数の削減（科学上の利用の目的を達することができる範囲において，できる限り

その利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること

をいう。）及び苦痛の軽減（科学上の利用に必要な限度において，できる限り動物に苦痛を与えない方法

によってしなければならないことをいう。）の 3Ｒ（Replacement，Reduction，Refinement）に基づき，適

正に実施しなければならない。 

(定義) 

第 2 条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 「部局等」とは，学部，学環，研究科，高等研究院，糖鎖生命コア研究所及び医学部附属病院をいう。 

二 「部局長」とは，前号に規定する部局等の長をいう。 

三 「動物実験等」とは，次号に規定する実験動物を教育，試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他

の科学上の利用に供することをいう。 

四 「実験動物」とは，動物実験等の利用に供するため，施設等で飼養又は保管している哺乳類，鳥類又

は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。 

五 「施設等」とは，飼養保管施設及び実験室をいう。 

六 「飼養保管施設」とは，実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をい

う。 

七 「実験室」とは，実験動物に実験操作(48 時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。 

八 「動物実験計画」とは，動物実験等の実施に関する計画をいう。 

九 「管理者」とは，学長の命を受け，実験動物及び施設等を管理する部局長をいう。 

十 「実験動物管理者」とは，部局長を補佐し，実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理

を担当する者をいう。 

十一 「動物実験実施者」とは，動物実験等を実施する者をいう。 

十二 「動物実験責任者」とは，動物実験実施者のうち，動物実験等の実施に関する業務を統括する者を

いう。 

十三 「飼養者」とは，実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者
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をいう。 

十四 「実験室管理者」とは，実験室の設置又は変更に当たり，その責任者となり，当該実験室を管理す

る者をいう。 

十五 「飼養保管施設管理者」とは，飼養保管施設の設置又は変更に当たり，その責任者となり，当該飼

養保管施設を管理する者をいう。 

十六 「管理者等」とは，学長，管理者，実験動物管理者，実験室管理者，飼養保管施設管理者，動物実

験実施者及び飼養者をいう。 

十七 「指針等」とは，研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年文部科学省

告示第 71 号。以下「基本指針」という。），動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及び日本学術

会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成 18 年 6 月)」をいう。 

(適用範囲) 

第 3 条 この規程は，本学において実施される哺乳類，鳥類，爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に

適用する。 

2 動物実験責任者は，動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合，委託先においても，基本

指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき，動物実験等が実施されることを確認す

るものとする。 

(学長の責務) 

第 4 条 学長は，本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管の最終的な責任

者として総括する。 

2 動物実験計画の承認，実施状況及び結果の把握，飼養保管施設及び実験室の承認，教育訓練，自己点

検・評価，情報公開，その他動物実験等に関する業務は，学長の委任により次条に定める動物実験委員会

が行う。 

(動物実験委員会) 

第 5 条 動物実験委員会(以下「委員会」という。)は，次の各号に掲げる事項を審議又は調査し，学長に

報告又は助言を行う。 

一 動物実験計画が指針等及びこの規程に適合していること。 

二 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。 

三 施設等及び実験動物の飼育保管状況に関すること。 

四 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関する

こと。 

五 自己点検・評価に関すること。 

六 施設等の利用に関すること。 

七 施設等の環境保全に関すること。 

八 その他，動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。 

(組織) 

第 6 条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 医学系研究科及び応用生物科学部から選出された動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有

する大学教員 各 2 人 
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二 教育学部及び地域科学部から選出されたその他学識経験を有する大学教員(人文・社会科学系を専攻

する大学教員に限る。) 各 1 人 

三 工学部から選出された動物実験等若しくは実験動物に関して優れた識見を有する大学教員又はその

他学識経験を有する大学教員 1 人 

四 動物実験を実施している部局等の動物実験に携わる大学教員のうちから選出された動物実験等又は

実験動物に関して優れた識見を有する者 1 人以上 

五 研究戦略部研究安全管理課長 

六 その他委員会が必要と認める者 

2 前項第 1 号から第 4 号まで及び第 6 号に規定する委員は，学長が委嘱する。 

(任期) 

第 7 条 前条第 1 項第 1 号から第 4 号まで及び第 6 号に規定する委員の任期は 2 年とし，再任を妨げな

い。ただし，委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

(委員長等) 

第 8 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は，研究を担当する副学長が指名する委員をもって充てる。 

3 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

5 副委員長は，次の各号に掲げる者をもって充てる。 

一 第 6 条第 1 項第 1 号又は第 4 号の規定により選出された委員で委員長が指名するもの 2 人 

[第 6 条第 1 項第 1 号] [第 4 号] 

(会議) 

第 9 条 委員会は，委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。 

2 議事は，出席委員の過半数の同意をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

3 動物実験計画の審査については，次の判定により行うものとする。 

一 承認 

二 条件付き承認 

三 不承認 

四 非該当 

4 委員は，自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審議に加わることはできない。 

5 審査の対象となる動物実験実施者は，委員会の要請があった場合には，委員会で当該実験計画を説明

しなければならない。 

(守秘義務) 

第 10 条 委員は，動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏えいしてはならない。 

(委員以外の者の出席) 

第 11 条 委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求めて，その意見を聴くことができる。 

第 12 条 削除 

(庶務) 

第 13 条 委員会の庶務は，医学系研究科・医学部事務部及び応用生物科学部事務部の協力を得て，研究
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戦略部研究安全管理課において処理する。 

2 研究戦略部研究安全管理課は，委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならな

い。 

(実験動物管理者) 

第 14 条 動物実験を行う部局に，実験動物管理者を少なくとも 1 人置くものとする。 

2 実験動物管理者は，実験動物に関する知識及び経験を有する者のうちから，当該部局長が任命する。 

3 実験動物管理者は，部局長を補佐し，実験動物及び施設等の管理を行う。 

(動物実験計画の立案，審査，手続き) 

第 15 条 動物実験責任者は，動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から，次に掲

げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し，動物実験計画書(別紙様式第 1 号)を学長に提出しなければな

らない。 

一 研究の目的，意義及び必要性 

二 代替法を考慮して，実験動物を適切に利用すること。 

三 実験動物の使用数削減のため，動物実験等の目的に適した実験動物種の選定，動物実験成績の精度と

再現性を左右する実験動物の数，遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。 

四 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。 

五 苦痛度の高い動物実験等，例えば，致死的な毒性試験，感染実験，放射線照射実験等を行う場合は，

動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打

ち切るタイミング)の設定を検討すること。 

2 前項の動物実験計画書において申請可能な実験実施期間は，動物実験計画の承認を得てから最長 3 年

間とする。 

3 動物実験責任者は，動物実験等の開始後において，当該実験計画の内容を変更又は追加する必要があ

る場合は，動物実験計画(変更・追加)承認申請書(別紙様式第 2 号)を提出しなければならない。 

4 学長は，動物実験責任者から第 1 項及び前項に規定する書類の提出を受けたときは，委員会に審査を

付議し，その結果を当該動物実験責任者に通知する。 

5 動物実験責任者は，動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ，動物実験等を行うことが

できない。 

(動物実験の実施) 

第 16 条 動物実験実施者は，動物実験等の実施に当たって，動物愛護法，飼養保管基準，指針等に則す

るとともに，特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。 

二 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。 

イ 適切な麻酔薬，鎮痛薬等の利用 

ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮 

ハ 適切な術後管理 

ニ 適切な安楽死の選択 

三 安全管理に注意を払うべき実験(物理的，化学的に危険な材料，病原体，遺伝子組換え動物等を用い

る実験)については，関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。 
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四 物理的，化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について，安全のための適切な施設や設

備を確保すること。 

五 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。 

六 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては，経験等を有する者の指導下で行うこと。 

2 動物実験責任者は，動物実験計画を実施し当該計画を終了又は当該計画を途中で中止したときには，

動物実験成果報告書(別紙様式第 3 号)により使用動物数，計画からの変更の有無，成果等について学長に

報告しなければならない。 

3 前項に規定する報告書は，動物実験計画を終了したときにあっては当該実験終了日の属する年度の 3

月末までに，中止したときにあっては中止後速やかに提出するものとする。 

4 動物実験責任者は，動物実験等の実施状況について，毎年 1 回以上，自己点検を行い，動物実験の自

己点検票(別紙様式第 4 号)により学長へ報告しなければならない。 

(飼養保管施設の設置) 

第 17 条 飼養保管施設を設置する場合は，管理者が飼養保管施設設置承認申請書(別紙様式第 5 号)を提

出し，学長の承認を得なければならない。 

2 飼養保管施設管理者，動物実験実施者及び飼養者は，学長の承認を得た飼養保管施設でなければ，当

該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。 

3 学長は，申請された飼養保管施設を委員会に調査させ，その助言により，承認又は非承認を決定する。 

4 飼養保管施設管理者は，飼養保管状況について，毎年 1 回以上，自己点検を行い，実験動物飼養保管

状況の自己点検票(別紙様式第 6 号)により学長へ報告しなければならない。 

(飼養保管施設の要件) 

第 18 条 飼養保管施設は，次に掲げる要件を満たさなければならない。 

一 適切な温度，湿度，換気，明るさ等を保つことができる構造等であること。 

二 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。 

三 床や内壁などの清掃，消毒等が容易な構造で，器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。 

四 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。 

五 臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。 

六 実験動物管理者がおかれていること。 

(実験室の設置) 

第 19 条 飼養保管施設以外において，実験室を設置する場合は，管理者が実験室設置承認申請書(別紙様

式第 7 号)を提出し，学長の承認を得なければならない。 

2 学長は，申請された実験室を委員会に調査させ，その助言により，承認又は非承認を決定する。 

3 実験室管理者，動物実験実施者及び飼養者は，学長の承認を得た実験室でなければ，当該実験室での

動物実験等(48 時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。 

(実験室の要件) 

第 20 条 実験室は，次に掲げる要件を満たさなければならない。 

一 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し，実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持

されていること。 

二 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。 
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三 常に清潔な状態を保ち，臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられて

いること。 

(施設等の維持管理及び改善) 

第 21 条 管理者は，実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善

に努めなければならない。 

2 管理者は，実験動物の種類，習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければ

ならない。 

(施設等の変更等) 

第 21 条の 2 施設等の設置後，当該施設等の設置承認申請書の内容を変更又は追加する場合は，管理者

が施設等（飼養保管施設・動物実験室）変更等承認申請書（別紙様式第 8 号）を提出し，学長の承認を得

なければならない。 

(施設等の廃止) 

第 22 条 施設等を廃止する場合は，管理者が施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届(別紙様式第 9 号)

により，学長に届け出なければならない。 

2 管理者は，必要に応じて，動物実験責任者と協力し，飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設

に譲り渡すよう努めなければならない。 

(飼養保管マニュアルの作成と周知) 

第 23 条 飼養保管施設管理者は，実験動物管理者の指導の下，飼養保管のマニュアルを定め，動物実験

実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。 

(実験動物の健康及び安全の保持) 

第 24 条 実験動物管理者，動物実験実施者，飼養者は，飼養保管基準を遵守し，実験動物の健康及び安

全の保持に努めなければならない。 

(実験動物の導入) 

第 25 条 管理者は，実験動物の導入に当たり，関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関よ

り導入しなければならない。 

2 実験動物管理者は，実験動物の導入に当たり，適切な検疫，隔離飼育等を行うものとする。 

3 実験動物管理者は，実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるものとする。 

(実験動物の飼育・管理) 

第 26 条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物の生理，生態，習性等に応じて，適

切に給餌・給水を行わなければならない。 

(健康管理) 

第 27 条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験目的以外の傷害や疾病を予防するため，

実験動物に必要な健康管理に配慮しなければならない。 

2 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物の種類，習性等を考慮した飼育又は保管を

行うための環境の確保を行わなければならない。 

3 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合，実験動

物に適切な治療等を行わなければならない。 

(異種又は複数動物の飼育) 
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第 28 条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養

又は保管する場合，その組み合わせを考慮し，収容しなければならない。 

(記録の保存及び報告) 

第 29 条 管理者等は，実験動物の入手先，飼育履歴，病歴等に関する記録を整備及び保存しなければな

らない。 

2 管理者は，年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について，学長に報告しなければならない。 

(実験動物の譲渡) 

第 30 条 管理者等は，実験動物の譲渡に当たり，その特性，飼養又は保管の方法，感染性疾病等に関す

る情報を提供しなければならない。 

(実験動物の輸送) 

第 31 条 管理者等は，実験動物の輸送に当たり，飼養保管基準を遵守し，実験動物の健康及び安全の確

保，人への危害防止に努めなければならない。 

(危害防止) 

第 32 条 管理者は，逸走した実験動物の捕獲の方法等を定めなければならない。 

2 管理者は，人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には，速やかに研究

戦略部研究安全管理課へ連絡しなければならない。 

3 管理者は，実験動物管理者，実験室管理者，飼養保管施設管理者，動物実験実施者及び飼養者が，実

験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷，アレルギー等に対して，予防及び発生時の必要な措置を講

じなければならない。 

4 管理者は，毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は，人への危害の発生の防止のため，飼養

保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。 

5 管理者等は，実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接する

ことのないよう，必要な措置を講じなければならない。 

(緊急時の対応) 

第 33 条 管理者は，地震，火災，人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあ

らかじめ作成し，関係者に対して周知を図らなければならない。 

2 管理者等は，緊急事態発生時において，実験動物の保護，実験動物の逸走による危害防止に努めなけ

ればならない。 

(教育訓練) 

第 34 条 実験動物管理者，実験室管理者，飼養保管施設管理者，動物実験実施者及び飼養者は，次に掲

げる事項に関して，委員会が実施する教育訓練を受けなければならない。 

一 関連法令，指針，本学の定める規程等 

二 動物実験等の方法に関する基本的事項 

三 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項 

四 安全確保，安全管理に関する事項 

五 その他，適切な動物実験等の実施に関する事項 

2 教育訓練の実施日，教育内容，講師及び受講者名は，研究戦略部研究安全管理課が記録し保存する。 

(自己点検) 
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第 35 条 委員会は，飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し，自己点検・評価を行わなければなら

ない。 

2 委員会は，動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い，その結果を学長に報告しなけれ

ばならない。 

3 委員会は，管理者，動物実験実施者，動物実験責任者，実験動物管理者，実験室管理者，飼養保管施

設管理者及び飼養者等に，自己点検・評価のための資料を提出させることができる。 

4 学長は，自己点検・評価の結果について，学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。 

(情報の公開) 

第 36 条 本学における，動物実験等に関する情報(この規程，実験動物の飼養又は保管の状況，自己点

検・評価，検証の結果，動物実験委員会の構成等の情報)を毎年 1 回程度，インターネットの利用その他

の適切な方法により公表する。 

(準用) 

第 37 条 第 2 条第 4 号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については，飼養保管基準の

趣旨に沿って行なうよう努めなければならない。 

[第 2 条第 4 号] 

(適用除外) 

第 38 条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動

物(一般に，産業用家畜と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的と

した実験動物の飼養又は保管については，この規程を適用しない。この場合において，畜産動物について

は，産業動物の飼養及び保管に関する基準（昭和 62 年総理府告示第 22 号），生態の観察については，家

庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成 14 年環境省告示第 37 号)に準じて行うものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，外科的措置を施して研究を行う場合，薬理学実験による研究を行う場合並

びに解剖学，生理学，病理学等の基礎科学及び応用獣医学，臨床獣医学等の教育及び実習に供する場合に

は，この規程の適用を受けるものとする。 

(雑則) 

第 39 条 この規程に定めるもののほか，動物実験に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

1 この規程は，平成 20 年 3 月 11 日から施行する。 

2 岐阜大学動物実験規程(平成 19 年規程第 57 号)及び岐阜大学動物実験委員会細則(平成 19 年細則第 55

号)は，廃止する。 

附 則(平成 21 年 5 月 1 日) 

この規程は，平成 21 年 5 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 4 月 1 日) 

この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 4 月 1 日) 

この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 8 月 1 日) 
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この規程は，平成 24 年 8 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 4 月 1 日) 

この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 6 月 21 日) 

この規程は，平成 29 年 6 月 21 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 5 月 1 日) 

この規程は，平成 30 年 5 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学規程第 27 号) 

この規程は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 4 月 1 日岐大規程第 40 号) 

この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 5 月 8 日岐大規程第 99 号) 

この規程は，令和 2 年 5 月 8 日から施行し，令和 2 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(令和 3 年 1 月 1 日岐大規程第 121 号) 

この規程は，令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 19 日岐大規程第 145 号) 

この規程は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 4 年 3 月 31 日岐大規程第 74 号) 

この規程は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 4 年 11 月 4 日岐大規程第 28 号) 

この規程は，令和 4 年 11 月 4 日から施行し，令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(令和 5 年 3 月 8 日岐大規程第 46 号) 

この規程は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 3 月 13 日岐大規程第 29 号) 

この規程は，令和 6 年 3 月 13 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 3 月 28 日岐大規程第 60 号) 

この規程は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 7 年 3 月 18 日岐大規程第 69 号) 

この規程は，令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 
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5.活動報告 

 

5-1. 利用状況 

5-1-1. 動物実験施設利用者状況 

 

（利用者数） 

 年間延べ利用者数 登録利用者数 

5 階 SPF 小動物区画 6,896 563 

4 階小動物区画 12,855 742 

3 階中動物区画 4,261 742 

3 階 P2 感染実験室 1,808 171 

3 階 P3 感染実験室 235 10 

総計 26,055 742 

※ 年間延べ利用者数：入退出カードシステムにてカウントした入退出者数（施設管理・

維持スタッフ入退出数は除いてある） 

※ 登録利用者数：入退出カードの発行数。複数の区画の入退出が可能な利用者がいる

ため、総計は発行カード数 

 

（登録利用者数内訳） 

部局 登録利用者数 登録グループ数 

医学部・病院 430 48 

応用生物科学部 51 20 

工学部 21 1 

教育学部 2 1 

糖鎖生命コア研究所 19 5 

大学院連合創薬医療情報研究科 6 1 

高等研究院 5 3 

科学研究基盤センター 4 1 

学術研究・産官学連携 1 1 

岐阜薬科大学 203 17 

総計 742 98 

※ 登録利用者数：入退出カードの発行数 

※ 登録グループ数：研究室単位の数 

 



C-32 

 

5-1-2. 実験動物飼育状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 総使用数：実験が令和 6 年度中に終了した個体数 

※ 年間延べ飼育頭数：飼育頭数総数を日割りで延べ算出したもの 

 

5-1-3. 行事・催事 
 

・令和 6年 10月：実験動物慰霊祭（新型コロナウイルス感染症に配慮して中止） 

 科学研究基盤センター主催 

 

5-1-4. 動物実験施設見学者 
 

（令和 6 年度） 

・2024/5/16 ラボテック 計 2 名 

・2024/11/12 岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科（実習） 計 15 名 

・2024/11/19 岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科（実習） 計 15 名 

・2025/2/26 朝日大学 計 2 名 
 

※ 施設利用者以外の動物実験施設設備等の見学者 

 

5-2. 講習会・講演会など 

5-2-1. 利用者講習会 

 

（令和 6 年度） 

• 第 1 回利用者講習会： 

・ 2024/4/17 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

・ 2024/4/19 

  総使用数 年間延べ飼育頭数 

げっ歯目 

マウス 43,137 5,889,480 

ラット 331 53,566 

モルモット 148 1,308 

重歯目 ウサギ 30 11,581 

食虫目 スンクス 64 11,162 

食肉目 実験用イヌ 0 730 

偶蹄目 ブタ 2 10 
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 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

• 臨時利用者講習会： 

・ 2024/5/22 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

• 第 2 回利用者講習会： 

・ 2024/6/13 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

・ 2024/6/18 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

• 第 3 回利用者講習会： 

・ 2024/8/26 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

・ 2024/8/28 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

• 第 4 回利用者講習会： 

・ 2024/10/23 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

・ 2024/10/25 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

・ 2024/10/28 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 
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• 臨時利用者講習会： 

・ 2024/10/29 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

• 第 5 回利用者講習会： 

・ 2024/12/18 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

• 臨時利用者講習会： 

・ 2025/1/8 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 

• 第 6 回利用者講習会： 

・ 2025/2/18 

 動物実験施設利用者講習会 

 動物実験施設 SPF エリア利用者講習会 

 動物実験施設感染実験エリア利用者講習会 
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5-3. 業績論文集 

 

１. 動物実験施設利用者業績論文（2024 年発表分）（順不同） 

（略語）医：大学院医学研究科、薬大：岐阜薬科大学 

 

[医：救急・災害] 

1. Sugar-binding profiles of the mesothelial glycocalyx in frozen tissues of mice revealed by lectin 

staining; Toshiaki Taniguchi , Kazumasa Mogi, Hiroyuki Tomita, Hideshi Okada, Kosuke Mori, Yuko 

Imaizumi, Koki Ichihashi, Takafumi Okubo, Ayumi Niwa, Tomohiro Kanayma, Yoshihiko Yamakita, 

Akio Suzuki, Shigeyuki Sugie, Masato Yoshihara, Akira Hara ; Pathology - Research and Practice, 

Volume 262, 155538, 2024 

 

2. Mouse Brain Tissue Preparation for Scanning Electron Microscopy; Kosuke Mori, Chihiro Takada, 

Hideshi Okada, Hiroyuki Tomita; Methods Mol Biol 2794:63-70, 2024 

 

3. Nafamostat mesylate decreases skin flap necrosis in a mouse model of type 2 diabetes by protecting 

theendothelial glycocalyx; Yohei Fukuda, Hideshi Okada, Hiroyuki Tomita, Kodai Suzuki, Kosuke 

Mori, Chihiro Takada, Yuki Kawasaki, Hirotsugu Fukuda, Toru Minamiyama, Ayane Nishio, Takuto 

Shimada, Ayumi Kuroda, Akihiro Uchida, Keiko Suzuki, Ryo Kamidani, Yuichiro Kitagawa, Tetsuya 

Fukuta, Takahito Miyake, Takahiro Yoshida, Akio Suzuki, Nobuyuki Tetsuka, Shozo Yoshida, Shinji 

Ogura ; Biochem Biophys Res Commun, 28:710:149843, 2024 

 

4. Endothelial Glycocalyx in the Peripheral Capillaries is Injured Under Oxaliplatin-Induced Neuropathy; 

Takahiro Kuroda, Akio Suzuki, Hideshi Okada, Masayoshi Shimizu, Daichi Watanabe, Keiko Suzuki, 

Kosuke Mori, Kazufumi Ohmura, Ayumi Niwa, Yuko Imaizumi, Mikiko Matsuo, Koki Ichihashi, 

Takafumi Okubo, Toshiaki Taniguchi, Tomohiro Kanayma, Ryo Kobayashi, Shigeyuki Sugie, Akira 

Hara, Hiroyuki Tomita ; The Journal of Pain, Volume 25, Issue 6, 2024 

 

[医：腫瘍病理学] 

5. Sugar-binding profiles of the mesothelial glycocalyx in frozen tissues of mice revealed by lectin staining. 

Taniguchi T, Mogi K, Tomita H, Okada H, Mori K, Imaizumi Y, Ichihashi K, Okubo T, Niwa A, 

Kanayma T, Yamakita Y, Suzuki A, Sugie S, Yoshihara M, Hara A. Pathol Res Pract. 262:155538. 2024 

 

6. Endothelial Glycocalyx in the Peripheral Capillaries is Injured Under Oxaliplatin-Induced Neuropathy. 

Kuroda T, Suzuki A, Okada H, Shimizu M, Watanabe D, Suzuki K, Mori K, Ohmura K, Niwa A, 
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Imaizumi Y, Matsuo M, Ichihashi K, Okubo T, Taniguchi T, Kanayma T, Kobayashi R, Sugie S, Hara 

A, Tomita H. J Pain. 25(6):104462. 2024 

 

7. Time-course analysis of liver and serum galectin-3 in acute liver injury after alpha-galactosylceramide 

injection. Matsuo M, Kanbe A, Noguchi K, Niwa A, Imaizumi Y, Kuroda T, Ichihashi K, Okubo T, 

Mori K, Kanayama T, Tomita H, Hara A. PLoS One. 19(2):e0298284. 2024 

 

8. Prevention of vincristine-induced peripheral neuropathy by protecting the endothelial glycocalyx 

shedding. Ohmura K, Kinoshita T, Tomita H, Okada H, Shimizu M, Mori K, Taniguchi T, Suzuki A, 

Iwama T, Hara A. Biochem Biophys Res Commun. 691:149286. 2024. Mouse Brain Tissue Preparation 

for Scanning Electron Microscopy. Mori K, Takada C, Okada H, Tomita H. Methods Mol Biol. 

2794:63–70. 2024 

 

9. In Situ Hybridization of Brain Slices. Kanayama T, Tomita H, Hara A. Methods Mol Biol. 2794:13–19. 

2024 

 

[医：消化器内科学] 

10. Maeda T, Shirakami Y, Taguchi D, Miwa T, Kubota M, Sakai H, Ibuka T, Mori K, Tomita H, Shimizu 

M. Glyburide suppresses inflammation-related colorectal tumorigenesis through inhibition of NLRP3 

inflammasome. Int J Mol Sci 2024;25:11640.  

 

11. Taguchi D, Shirakami Y, Sakai H, Maeda T, Miwa T, Kubota M, Imai K, Ibuka T, Shimizu M. High-

fat diet delays liver fibrosis recovery and promotes hepatocarcinogenesis in rat liver cirrhosis Model. 

Nutrients 2024;16:2506. 

 

[医：小児科学] 

12. Lymphatic endothelial cell-specific NRAS p.Q61R mutant embryos show abnormal lymphatic vessel 

morphogenesis. Nozawa A, Abe T, Niihori T, Ozeki M, Aoki Y, Ohnishi H. Hum Mol Genet. 

6;33(16):1420-1428. 2024 

 

[医：生命機能分子設計] 

13. Epithelial-Mesenchymal Transition Functions as a Driver for the Direct Conversion of Somatic Cells. 

Motohashi T, Aoki H, Kunisada T, Osawa M. Stem Cells Dev. 2025 Mar;34(5-6):117-126. doi: 

10.1089/scd.2024.0181. Epub 2025 Jan 20.PMID: 39834178 
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14. Assessing Interferon Regulatory Factor 4 Complex Formation: Differential Behavior of 

Homocomplexes Versus Heterocomplexes Induced by Mutations. Li Y, Hirano S, Sato K, Osawa M, 

Nagaoka H. Biochemistry. 2024 Mar 19;63(6):767-776. doi: 10.1021/acs.biochem.3c00512. Epub 

2024 Mar 5. PMID: 38439718 

 

[医：生理学] 

15. Horii K, Ogawa B, Nagase N, Morimoto I, Abe C, Ogawa T, Choi S, Nin F. The cochlear hook region 

detects harmonics beyond the canonical hearing range. PNAS Nexus 3 280, 2024. 

 

16. Bazek M, Sawa M, Horii K, Nakamura N, Iwami S, Wu CH, Inoue T, Nin F, Abe C. Gravitational 

change-induced alteration of the vestibular function and gene expression in the vestibular ganglion of 

mice. J Physiol Sci Sep 18;74(1):44, 2024. 

 

[医：総合診療科・総合内科学] 

17. Sphingosine 1-Phosphate Regulates Obesity and Glucose Homeostasis. Kajita K, Ishii I, Mori I, Asano 

M, Fuwa M, Morita H. Int J Mol Sci. 2024 Jan 11;25(2):932.  doi: 10.3390/ijms25020932. 

 

18. Mitochondrial fractions located in the cytoplasmic and peridroplet areas of white adipocytes have 

distinct roles. Fuwa M, Kajita K, Mori I, Asano M, Kajita T, Senda T, Inagaki T, Morita H. FEBS Lett. 

2024 Jul;598(14):1753-1768.  doi: 10.1002/1873-3468.14877. Epub 2024 Apr 24. 

 

[医：再生機能医学] 

19. Postnatal Expression of Kitl Affects Pigmentation of the Epidermis. Aoki H, Tomita H, Hara A, 

Kunisada T.J Invest Dermatol. 2024 Jan;144(1):96-105.e2. doi: 10.1016/j.jid.2023.06.200. Epub 2023 

Jul 22.PMID: 37482288  

 

20. Conditional heterozygous loss of Kit receptor tyrosine kinase in neural crest cell lineage is associated 

with midline cleft lip and bifid nose deformity. Aoki H, Tomita H, Hara A, Kunisada T.J Oral Biosci. 

2024 Oct 17:S1349-0079(24)00206-8. doi: 10.1016/j.job.2024.10.004. Online ahead of 

print.PMID: 39426597 

 

21. Effects of FGF2 Priming and Nrf2 Activation on the Antioxidant Activity of Several Human Dental 

Pulp Cell Clones Derived From Distinct Donors, and Therapeutic Effects of Transplantation on 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37482288/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39426597/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39426597/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39076100/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39076100/
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Rodents With Spinal Cord Injury. Fukumitsu H, Soumiya H, Nakamura K, Nagashima K, Yamada M, 

Kobayashi H, Miwa T, Tsunoda A, Takeda-Kawaguchi T, Tezuka KI, Furukawa S.Cell Transplant. 

2024 Jan-Dec;33:9636897241264979. doi: 10.1177/09636897241264979.PMID: 39076100  

 

[医：糖尿病・内分泌代謝内科学] 

22. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor systems in the hypothalamus and the 

brainstem regulate feeding and weight through distinct pathways.,  J. Diabetes Investig, Yada.T, 2024 

Mar;15(3):282-284.doi:10.1111/jdi.14130 

 

[薬大：衛生学] 

23. Tomita S, Ishida K, Matsumaru D, Hiromori Y, Nagase H,  Nakanishi T*, Excretion and tissue 

distribution properties of PCB-126 for establishing a bioaccumulation model in mice. BPB Reports. 7, 

7-13 (2024). 

 

[薬大：感染制御学] 

24. Evaluation of the protective effect of the intranasal vaccines adjuvanted with bacterium-like particles 

against intestinal infection. Tsujii A, Takahashi K, Harada H, Kawashima S、Oikawa H, Fukushima H, 

Hayakawa Y, Koizumi J, Inoue N, Koshizuka T. Vaccine. 42(20):125975. 2024 

 

[薬大：薬効解析学] 

25. Progranulin-deficient macrophages cause cardiotoxicity under hypoxic conditions. Sasaki T., Kuse Y., 

Nakamura S., Shimazawa M. Biochemical and Biophysical Research Communications, 691, 149341 

(2024). 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39076100/
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5-4. 動物実験分野教員の教育・研究活動 

 

（教育） 

・大学院連合創薬医療情報研究科 

・生命科学と動物愛護集中講義（１単位、前期）（二上） 

・応用生物科学部 

・実験動物学講義（２単位、選択科目、生産環境学課程３年後期）（二上） 

・実験動物学実習（１単位、獣医学課程 2 年後期、分担）（二上、堀井） 

・獣医生理学実習（2 単位、獣医学課程 2 年前期、分担）（堀井） 

・分子生物学実習（0.5 単位、獣医学課程 2 年前期、分担）（堀井） 

 

（論文） 

[英文] 

1. Shiina, T., Suzuki, Y., Horii, K., Sawamura, T., Yuki, N., Horii, Y. and Shimizu, Y.: Purinergic 

inhibitory regulation of esophageal smooth muscle is mediated by P2Y receptors and ATP-

dependent potassium channels in rats. J. Physiol. Sci. 74(1): 26, 2024. 

https://doi.org/10.1186/s12576-024-00916-5 

2. Tsukamoto, S., Sawamura, T., Yuki, N., Horii, K., Horii, Y., Homma, T., Saito, S., Shiina, T. and 

Shimizu, Y.: Sexual dimorphism in prokinetic effects of a ghrelin agonist acting through the 

lumbosacral defecation center in rats. J Physiol. Sci. 74(1):54, 2024. 

https://doi.org/10.1186/s12576-024-00949-w 

 

（国内学会） 

1. 奥田 紗帆、堀井 有希、岡寺 香南子、椎名 貴彦、志水 泰武, スンクス（Suncus murinus）の日内休

眠モデルとしての特徴と有用性について, 第 101 回日本生理学会大会, 2024 年 3 月 

 

（補助金関連採択状況） 

1. 令和 4−6 年度 日本学術振興会 若手研究「冬眠様選択的スプライシング制御による低体温障害耐性

メカニズムの解明」研究代表者（堀井） 

 

（会議） 

・第 50 回国立大学法人動物実験施設協議会総会：2024 年 7 月 12 日、主催校：東京医科歯科大学、会

場：東京、分野長二上英樹、技術職員大山貴之出席 

 

（社会活動） 

・国立大学法人動物実験施設協議会 幹事校・会長（二上） 

・国立大学法人動物実験施設協議会 監査校（二上） 
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・日本実験動物学会 評議員（二上） 

・日本獣医学会 生理学生化学分科会企画委員（堀井） 

・東海実験動物研究会 会長、事務局（二上） 

・2025 年第 72 回日本実験動物学会名古屋大会 大会開催事務局副大会長（二上） 

 

 


